
大和市告示第９５号 

 大和市保育所等整備事業費補助金交付要綱を次のように定める。 

  平成２９年４月３日 

大和市長 大 木  哲   

 

大和市保育所等整備事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、国、都道府県及び市町村以外の者が児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。

以下「法」という。）第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業を行う施設（以下「小規模保

育事業所」という。）又は法第３９条第１項に規定する保育所（以下「保育所」という。）の整備

に要する費用に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、平成２９年度保育所等整

備交付金交付要綱（平成２９年３月３１日厚生労働省発雇児０３３１第６号厚生労働事務次官通

知「平成２９年度保育所等整備交付金の交付について」の別紙）及び平成２９年度（平成２８年

度からの繰越分）保育所等整備交付金交付要綱（平成２９年３月３１日厚生労働省発雇児０３３

１第７号厚生労働事務次官通知「平成２９年度（平成２８年度からの繰越分）保育所等整備交付

金の交付について」の別紙）（以下これらを「国要綱」という。）並びに大和市補助金交付規則（昭

和４２年大和市規則第２１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

（補助事業等） 

第２条 補助事業及び補助の対象とする費用（以下「補助対象費用」という。）は、次の各号に掲げ

る補助事業の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。 

(1) 保育所等施設整備事業（国要綱第５項の表に規定する施設整備のうち、保育所等の整備に係

るものをいう。以下同じ。） 国要綱別表１－１又は別表１－２に定める対象経費 

(2) 小規模保育事業所施設整備事業（国要綱第５項の表に規定する施設整備のうち、小規模保育

事業所の整備に係るものをいう。以下同じ。） 国要綱別表１－５又は別表１－６に定める対象

経費 

(3) 防音壁整備事業（国要綱第５項の表に規定する施設整備のうち、防音壁の整備に係るものを

いう。以下同じ。） 国要綱別表１－７に定める対象経費 

(4) 防犯対策の強化に係る整備事業（国要綱第５項の表に規定する施設整備のうち、防犯対策の

強化に係るものをいう。以下同じ。） 国要綱別表１－８に定める対象経費 

（補助の対象者） 



第３条 補助の対象者は、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。 

(1) 保育所等施設整備事業 法第３５条第４項の規定により保育所を設置する社会福祉法人、日

本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人その他市長が認めた者 

(2) 小規模保育事業所施設整備事業 法第３４条の１５第２項の規定による認可を得て小規模保

育事業を行う者 

(3) 防音壁整備事業及び防犯対策の強化に係る整備事業 前２号に規定する補助の対象者 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表に規定する補助基準額、補助対象費用の実支出額及び総事業費から寄

附金その他の収入額を控除した額のうち、最も低い額に４分の３を乗じて得た額とする。ただし、

１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 補助の対象者は、規則第４条の規定により補助金の申請を行うに当たり、消費税及び地方消費

税を補助対象費用とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額（補助対象費用に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法

律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額

に補助対象費用に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請

しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

（交付の条件） 

第５条 規則第６条第２項に規定する条件は、次のとおりとする。 

(1) 整備計画等に記載された建物等の用途を変更する場合は、市長の承認を得なければならない。 

(2) 補助事業が計画期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やか

に市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、

又は効用の増加した価格が単価３００，０００円以上の機械及び器具その他の財産については、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適

化法施行令」という。）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経

過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。 

(4) 市長は、補助事業者が市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、

その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。 



（事業実績の報告） 

第６条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から３０日を経過した

日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、規則第１０条に規定する書類を市長に提

出しなければならない。 

２ 補助事業者は、消費税及び地方消費税を補助対象費用とする場合にあっては、前項の書類を提

出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を補助金額から減

額して報告しなければならない。ただし、当該書類の提出時において当該補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第７条 補助事業者は、消費税及び地方消費税を補助対象費用とする場合にあっては、前条第１項

の書類を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書により、速やかに市長に

報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の規定による報告後、速やかに当該補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額の全部又は一部を返還しなければならない。 

（書類の整備等） 

第８条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入、支出等の内容を明らかにした帳簿その他の証拠

書類を備え、当該補助事業が完了した会計年度の翌年度から起算して５年間保管しなければなら

ない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経

過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚

生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 

  



別表（第４条関係） 

補助事業 補助基準額 

国要綱第８項(１)アに規定する保

育所等施設整備事業 

国要綱別表２－１に基づき算出した交付基準額に２分の

３を乗じて得た額 

国要綱第８項(１)イに規定する保

育所等施設整備事業 

国要綱別表２－２に基づき算出した交付基準額に２を乗

じて得た額 

国要綱第８項(３)アに規定する小

規模保育事業所施設整備事業 

国要綱別表２－８に基づき算出した交付基準額に２分の

３を乗じて得た額 

国要綱第８項(３)イに規定する小

規模保育事業所施設整備事業 

国要綱別表２－９に基づき算出した交付基準額に２を乗

じて得た額 

国要綱第８項(４)に規定する防音

壁整備事業 

国要綱別表１－７に定める基準額に２を乗じて得た額 

国要綱第８項(５)に規定する防犯

対策の強化に係る整備事業 

国要綱別表１－８に定める基準額に２を乗じて得た額 

 


